
災害対策業務、応急業務、非常時優先業務の概念図

地域防災計画等に規定する業務（災害対策業務）地域防災計画等に規定する業務（災害対策業務）

※全ての通常業務
をいったん停止

復旧・復興業務

※ 第３グループに属する業務を準備、
再開しようとする場合には、推進会議
に協議を行い、指示に従う。
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非常時優先業務

○災害対策業務
・・・地域防災計画や新型インフルエンザ対策行動計画等に規定するもので、
災害対策本部地方支部もしくは本部等の指揮により実施する業務

○応急業務
・・・ＢＣＰに規定するもので、上記災害対策業務以外の応急的な業務

○非常時優先業務
・・・ＢＣＰに規定するもので、通常業務の中で優先的に実施すべき業務

時間

県庁非常時体制平常時 平常時

第１グループ（直ちに実施・再開）

第２グループ（概ね２～３日中に実施・再開）

第３グループ
（概ね１週間以内に実施・再開）（※）

大災害など
発生！！


